




平成 20年神奈川県後期高齢者医療広域連合 

第 2回定例会開催に係る配布資料一覧

配 布 資 料 頁 

１ 議事日程表 ３ 

２ 議会議員名簿 ５ 

３ 議席表 ７ 

４ 議案書 ９ 

（１）専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例

基金条例の一部を改正する条例の制定について） 

１０ 

（２）専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例の制定について） 

１３ 

（３）平成１９年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出

決算認定について 
１７ 

（４）神奈川県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について ７３ 
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平成２０年 神奈川県後期高齢者医療広域連合議会 第２回定例会 

議 事 日 程 表 （案）

日程 議 案 番号 件 名 

１   臨時議長の選出 

２   広域連合長あいさつ 

３   仮議席の指定 

４ 選挙 １ 議長の選挙 

５ 〃 ２ 副議長の選挙 

６   
神奈川県後期高齢者医療広域連合議会運営委員会委

員の選任について 

７   議席の指定 

８   会議録署名議員の指名 

９   会期の決定 

１０   一般質問 

１１ 承認 ３ 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制

度臨時特例基金条例の一部を改正する条例の制定につ

いて） 

１２ 〃 ４ 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に

関する条例の一部を改正する条例の制定について） 

１３ 認定 １ 
平成１９年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会

計歳入歳出決算認定について 

１４ 同意 １ 
神奈川県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任に 

ついて 
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平成２０年７月３１日現在

氏　名 市町村名 氏　名 市町村名

お お く ぼ す み お た か は し と し あ き

大久保 純男 横 浜 市 高 橋 敏 明 横 須 賀 市

や ま だ か ず み い な が き み の る

山 田 一 海 横 浜 市 稲 垣 稔 相 模 原 市

は な う え き よ し に い く ら ひ ろ や す

花上 喜代志 横 浜 市 新 倉 弘 保 茅 ヶ 崎 市

い し い む つ み す だ た か し

石 井 睦 美 横 浜 市 須 田 隆 逗 子 市

お ば た ま さ お ふ く も り の ぼ る

小 幡 正 雄 横 浜 市 福 森 登 秦 野 市

わか ば や し と も こ い し か わ せ つ じ

若 林 智 子 横 浜 市 石 川 節 治 伊 勢 原 市

せ き み え こ い ち か わ と し ひ こ

関 美 恵 子 横 浜 市 市 川 敏 彦 海 老 名 市

い し だ や す ひ ろ い ざ わ た き お

石 田 康 博 川 崎 市 伊澤 多喜男 座 間 市

あ ま が さ ゆ う じ ふ か わ た へ い

雨 笠 裕 治 川 崎 市 府 川 太 平 開 成 町

ひ ら こ た き お つ ち や せ い い ち

平 子 瀧 夫 川 崎 市 土 屋 誠 一 湯 河 原 町

神奈川県後期高齢者医療広域連合議会議員名簿

5



6



１３番 １４番
新倉　弘保 須田　隆

５番 ６番 １１番 １２番 １９番 ２０番
小幡　正雄 若林　智子 高橋　敏明 稲垣　稔 府川　太平 土屋　誠一

３番 ４番 ９番 １０番 １７番 １８番
花上　喜代志 石井　睦美 雨笠　裕治 平子　瀧夫 市川　敏彦 伊澤　多喜男

１番 ２番 ７番 ８番 １５番 １６番
大久保　純男 山田　一海 関　美恵子 石田　康博 福森　登 石川　節治

医療企画担当課長 事務局長 広域連合長 副広域連合長
髙田 邦夫 大森 寿雄 石渡 德一 島村 俊介

議　長
医療業務担当課長 石田　康博 会計担当課長

榎本　操 書　記 吉田　隆彦
諏佐　吉則

議席表

登壇
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議案番号 件  名  頁 

承認第３号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例

の制定について） 

１０ 

承認第４号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて） 

１３ 

認定第１号 
平成１９年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一

般会計歳入歳出決算認定について 
１７ 

同意第１号 
神奈川県後期高齢者医療広域連合監査委員の選

任について 
７３ 
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承認第３号

専決処分の報告及び承認を求めることについて

 神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条

例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成２０年８月２５日 提出

神奈川県後期高齢者医療広域連合長  石 渡  德 一 

10



専 決 処 分 書 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。 

平成２０年４月１日 

神奈川県後期高齢者医療広域連合長 石 渡  德 一 印 

 神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

理由 

平成１９年度に制定した「神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療制度臨時特例基金条例」では、基金の運用状況を明確にする

ため、運用益の処理については一般会計歳入歳出予算に計上して基金

に編入することとしていたが、平成２０年度、保険財政の適正な管理

に向けた特別会計が設置されたことから、保険料減額の財源充当とい

う基金の設立目的や処分要件などを鑑み、特別会計において運用益の

処理を行う必要が生じた。

ついては、特別会計設置と同時に標記の条例の一部を改正する必要

が生じたが、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない

ことが明らかであることから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２９２条の規定により準用する同法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分する。 
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平成２０年４月１日 

条例第５号 

神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一

部を改正する条例 

神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例（平成 

２０年神奈川県後期高齢者医療広域連合条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「一般会計」を「特別会計」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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承認第４号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

平成２０年８月２５日 提出 

神奈川県後期高齢者医療広域連合長  石 渡  德 一  
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専 決 処 分 書 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。 

平成２０年７月１８日 

神奈川県後期高齢者医療広域連合長 石 渡  德 一 印 

 神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

理由 

   高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）に基

づく後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、政府・与党におい

て「高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について」が平成

２０年６月１２日に決定され、早急に講ずべき措置として平成２０年

度における所得の少ない被保険者に対する保険料の所得割額及び均

等割額の軽減に関する特例措置の見直し方針が示されたため、神奈川

県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正

が必要となった。 

ついては、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない

ことが明らかであることから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２９２条の規定により準用する同法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分する。 
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平成２０年７月１８日 

条例第６号 

神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部 

を改正する条例 

神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年神奈

川県後期高齢者医療広域連合条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

附則第３条中「、第１３条」を「若しくは第１３条」に改め、「附則第４条」の

次に「、附則第６条、附則第７条若しくは附則第８条」とし、同条中「被保険者均

等割額」とあるのは、「被保険者均等割額又は所得割額」を加える。 

附則第５条の次に次の３条を加える。 

（平成２０年度における所得の少ない者に係る所得割額の減額の特例) 

第６条 平成２０年度における保険料の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金

額等が５８万円以下の被保険者に対して賦課する所得割額は、当該被保険者につ

き算定した所得割額から当該所得割額に２分の１を乗じて得た額を控除して得た

額とする。 

２ 前項の規定により算定した額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。 

（平成２０年度における所得の少ない者に係る被保険者均等割額の減額の特例） 

第７条 平成２０年度において、第１２条第１項第１号に規定する被保険者（被扶

養者であった被保険者を除く。）に対して賦課する被保険者均等割額は、同条第

１項第１号及び第３項の規定により算定した被保険者均等割額に６分の１を乗じ

て得た額（１００円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額）に３を乗

じて得た額とする。 

（平成２０年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例） 

第８条 平成２０年度において、第１２条第１項第１号に規定する被保険者（被扶

養者であった被保険者を除く。）に対する前２条の規定により算定した保険料の

賦課額（ただし、賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合

は、当該賦課額について第１１条の規定により月割をもって算定した額とする。）

から、当該被保険者の保険料につき、特別徴収の方法により徴収するとしたなら
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ば、令附則第１２条第３項の規定に基づき徴収するものとされる支払回数割保険

料額の見込額に３を乗じて得た額（ただし、賦課期日後において被保険者の資格

取得又は喪失があった場合は、当該額について第１１条の規定に準じて月割をも

って算定した額とする。）を減じて得た額がある場合で、当該額が５００円未満

である場合については、これを免除する。 

２ 前項の支払回数割保険料額の見込額は前２条の規定を適用しないものとして算

定した額とする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第３条、第６条、第７条及び第

８条の規定は、平成２０年４月１日から適用する。 
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認定第１号

平成１９年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入

歳出決算認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

平成１９年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算を

別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成２０年８月２５日 提出

神奈川県後期高齢者医療広域連合長  石 渡  德 一
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平成１９年度 

神 奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

及 び 附 属 書 類 
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         　　　　平成１9年度一般会計

3,025,042,201 3,027,164,511

3,025,042,201 3,027,164,511

一　般　会　計

合　　　　　　計

予 算 現 額 収 入 済 額区　　　分
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歳入歳出決算総括表

（単位：円）

2,836,386,617 190,777,894 0 190,777,894

2,836,386,617 190,777,894 0 190,777,894

翌　年　度　繰　越　額支 出 済 額 差 引 残 額 翌 年 度 繰 越 財 源
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       平成１９年度 

神奈川県後期高齢者医療広域連合 

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書  
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歳　入

 1. 分担金及び負担金 1,427,724,000 1,427,723,703

 1. 負担金 1,427,724,000 1,427,723,703

 2. 繰越金 63,630,201 63,629,667

 1. 繰越金 63,630,201 63,629,667

 3. 諸収入 2,000 2,121,824

 1. 預金利子 1,000 2,058,058

 2. 雑入 1,000 63,766

 4. 国庫支出金 1,533,686,000 1,533,689,317

 1. 国庫補助金 1,533,686,000 1,533,689,317

3,025,042,201 3,027,164,511

歳　出

 1. 議会費 2,326,000

 1. 議会費 2,326,000

 2. 総務費 3,017,719,518

1. 総務管理費 3,017,389,518

2. 選挙費 93,000

 3. 監査委員費 237,000

 3. 予備費 4,996,683

 1. 予備費 4,996,683

3,025,042,201歳　　出　　合　　計

予　算　現　額款 項

歳　　入　　合　　計

項 予 算 現 額 調 定 額款

平成１９年度一般会計歳入歳出決算書
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（単位：円）

1,427,723,703 0 0 △ 297

1,427,723,703 0 0 △ 297

63,629,667 0 0 △ 534

63,629,667 0 0 △ 534

2,121,824 0 0 2,119,824

2,058,058 0 0 2,057,058

63,766 0 0 62,766

1,533,689,317 0 0 3,317

1,533,689,317 0 0 3,317

3,027,164,511 0 0 2,122,310

（単位：円）

1,304,717 0 1,021,283 1,021,283

1,304,717 0 1,021,283 1,021,283

2,835,081,900 0 182,637,618 182,637,618

2,834,876,957 0 182,512,561 182,512,561

28,740 0 64,260 64,260

176,203 0 60,797 60,797

0 0 4,996,683 4,996,683

0 0 4,996,683 4,996,683

2,836,386,617 0 188,655,584 188,655,584

歳入歳出差引残額 190,777,894 円

予 算 現 額 と

支 出 済 額 と の 比 較

支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額収 入 済 額
予 算 現 額 と

収 入 済 額 と の 比 較
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       平成１９年度 

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 

  事 項 別 明 細 書  
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       歳    入 
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  歳　入

 1 分担金及び負担 1,484,609,000 △56,885,000 0 1,427,724,000

金

 1 負担金 1,484,609,000 △56,885,000 0 1,427,724,000

 1 事務費負担金 1,484,609,000 △56,885,000 0 1,427,724,000

継 続 費 及び

目
補 正 予 算 額

繰 越事 業費

繰 越 財 源

充 当 額

款
計当 初 予 算 額

項

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額
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（単位：円）

1,427,723,703 1,427,723,703 0 0

1,427,723,703 1,427,723,703 0 0

1,427,723,703 1,427,723,703 0 0

 1 事務費負担金 1,427,724,000 1,427,723,703 1,427,723,703 0 0

横浜市負担金 530,554,681

川崎市負担金 183,684,942

横須賀市負担金 76,685,511

平塚市負担金 43,519,584

鎌倉市負担金 37,883,617

藤沢市負担金 63,505,446

小田原市負担金 37,293,481

茅ヶ崎市負担金 38,703,003

逗子市負担金 15,847,963

相模原市負担金 96,110,151

三浦市負担金 13,652,099

秦野市負担金 27,697,467

厚木市負担金 32,472,811

大和市負担金 33,661,731

伊勢原市負担金 17,868,973

海老名市負担金 20,207,118

座間市負担金 20,628,859

南足柄市負担金 11,541,503

綾瀬市負担金 14,826,760

葉山町負担金 10,384,339

寒川町負担金 10,610,512

大磯町負担金 10,279,150

二宮町負担金 9,580,972

中井町負担金 5,903,221

大井町負担金 6,814,040

松田町負担金 6,544,192

山北町負担金 6,941,346

開成町負担金 6,510,702

調  定　 額 不納欠損額 収入未済額
節   

区　　　分

備　　　　　　　　考収 入 済 額

金　　　額

○事務費負担金

1,427,723,703
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 2 繰越金 1,000 4,780,000 58,849,201 63,630,201

 1 繰越金 1,000 4,780,000 58,849,201 63,630,201

 1 繰越金 1,000 4,780,000 58,849,201 63,630,201

 3 諸収入 2,000 0 0 2,000

 1 預金利子 1,000 0 0 1,000

 1 預金利子 1,000 0 0 1,000

 2 雑入 1,000 0 0 1,000

1 雑入 1,000 0 0 1,000

 4 国庫支出金 0 1,533,686,000 0 1,533,686,000

 1 国庫補助金 0 1,533,686,000 0 1,533,686,000

 1 民生費国庫補助 0 1,533,686,000 0 1,533,686,000

金

款 項 目

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

繰 越 財 源
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額

繰 越事 業費

充 当 額

継 続費 及び

計
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（単位：円）

箱根町負担金 6,928,162

真鶴町負担金 6,153,470

湯河原町負担金 9,712,643

愛川町負担金 10,146,957

清川村負担金 4,868,297

63,629,667 63,629,667 0 0

63,629,667 63,629,667 0 0

63,629,667 63,629,667 0 0

 1 前年度繰越金 63,630,201 63,629,667 63,629,667 0 0 ○前年度繰越金

63,629,667

繰越金 4,780,466

58,849,201

2,121,824 2,121,824 0 0

2,058,058 2,058,058 0 0

2,058,058 2,058,058 0 0

 1 預金利子 1,000 2,058,058 2,058,058 0 0 ○預金利子 2,058,058

預金利子 2,058,058

63,766 63,766 0 0

63,766 63,766 0 0

 1 雑入 1,000 63,766 63,766 0 0 ○雑入 63,766

広告収入 63,000

その他雑入金             766

1,533,689,317 1,533,689,317 0 0

1,533,689,317 1,533,689,317 0 0

1,533,689,317 1,533,689,317 0 0

 1 老人医療費適 52,105,000 52,105,000 52,105,000 0 0 ○老人医療費適正化推進費

正化推進費補 　補助金 52,105,000

助金

老人医療費適正化推進費

補助金 52,105,000

不納欠損額 収入未済額 備　　　　　　　　考
節   

繰越明許繰越金

調  定　 額 収 入 済 額

区　　　分 金　　　額
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1,484,612,000 1,481,581,000 58,849,201 3,025,042,201　　　歳　　入　　合　　計　　

繰 越事 業費

繰 越 財 源

充 当 額

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

補 正 予 算 額当 初 予 算 額 計
款 項 目

継 続費 及び
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（単位：円）

 2 高齢者医療制 1,481,581,000 1,481,584,317 1,481,584,317 0 0 ○高齢者医療制度円滑導入

度円滑導入臨 　臨時特例交付金

時特例交付金 1,481,584,317

高齢者医療制度円滑導入臨時

特例交付金 1,481,584,317

3,027,164,511 3,027,164,511 0 0

節   

区　　　分 金　　　額

備　　　　　　　　考調  定　 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

35



36



       歳    出 
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  歳　出

 1 議会費 2,326,000 0 0 0 2,326,000

 1 議会費 2,326,000 0 0 0 2,326,000

 1 議会費 2,326,000 0 0 0 2,326,000

 2 総務費 1,477,286,000 1,481,581,000 58,849,201 3,317 3,017,719,518

 1 総務管理費 1,476,956,000 1,481,581,000 58,849,201 3,317 3,017,389,518

 1 一般管理費 1,476,956,000 1,481,581,000 58,849,201 3,317 3,017,389,518

繰　越　額

予 備 費

支 出 及 び
款 項 目

当初予算額

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

補正予算額

継続費及び

繰越事業費

流 用 増 減

計
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（単位：円）

1,304,717 0 0 0 1,021,283

1,304,717 0 0 0 1,021,283

1,304,717 0 0 0 1,021,283

 1 報酬 864,000 544,000 0 0 0 320,000

 9 旅費 502,000 209,370 0 0 0 292,630

10 交際費 10,000 0 0 0 0 10,000

11 需用費 111,000 74,569 0 0 0 36,431

12 役務費 37,000 0 0 0 0 37,000

13 委託料 390,000 137,088 0 0 0 252,912

14 使用料及び 412,000 339,690 0 0 0 72,310

賃借料

2,835,081,900 0 0 0 182,637,618

2,834,876,957 0 0 0 182,512,561

2,834,876,957 0 0 0 182,512,561

 1 報酬 617,000 348,666 0 0 0 268,334

 8 報償費 503,000 30,000 0 0 0 473,000

○広域連合運営管理費

支出済額

区 　　分 金   額

節 備　　　　　考

明 許 費

事 故

繰 越

不用額
繰 越

翌　年　度　繰　越　額

継 続 費

逓 次

繰 越

○議会運営費

1,304,717

68,635,601

○広域連合事業費負担金

414,647,177

○財務・会計関係費

3,095,032
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繰越事業費 支 出 及 び 計
款 項 目

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 予 備 費

繰　越　額 流 用 増 減
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（単位：円）

 9 旅費 2,460,000 1,148,170 0 0 0 1,311,830

10 交際費 100,000 0 0 0 0 100,000

○後期高齢者医療制度

11 需用費 55,543,676 18,848,436 0 0 0 36,695,240

12 役務費 247,331,919 168,973,373 0 0 0 78,358,546

13 委託料 654,459,291 623,080,860 0 0 0 31,378,431

14 使用料及び 134,445,470 119,650,107 0 0 0 14,795,363

賃借料

15 工事請負費 100,000 0 0 0 0 100,000

18 備品購入費 10,809,095 6,532,851 0 0 0 4,276,244

19 負担金、補 429,435,750 414,680,177 0 0 0 14,755,573

助及び交付

金

25 積立金 1,481,584,317 1,481,584,317 0 0 0 0

　臨時特例基金積立金

1,481,584,317

○高齢者医療関係費

520,470,643

○電算システム関係費

346,444,187

節

金   額

不用額 備　　　　　考

明 許 費繰 越

繰 越事 故

翌　年　度　繰　越　額

逓 次

区 　　分 繰 越

継 続 費
支出済額
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 2 選挙費 93,000 0 0 0 93,000

 1 選挙管理委 93,000 0 0 0 93,000

員会費

 3 監査委員費 237,000 0 0 0 237,000

 1 監査委員費 237,000 0 0 0 237,000

 3 予備費 5,000,000 0 0 △3,317 4,996,683

 1 予備費 5,000,000 0 0 △3,317 4,996,683

 1 予備費 5,000,000 0 0 △3,317 4,996,683

1,484,612,000 1,481,581,000 58,849,201 0 3,025,042,201　　　歳　　出　　合　　計　　

繰　越　額 流 用 増 減

支 出 及 び 計繰越事業費
款 項 目

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 予 備 費

42



（単位：円）

28,740 0 0 0 64,260

28,740 0 0 0 64,260

 1 報酬 50,000 25,000 0 0 0 25,000

 9 旅費 22,000 3,740 0 0 0 18,260

11 需用費 21,000 0 0 0 0 21,000

176,203 0 0 0 60,797

176,203 0 0 0 60,797

 1 報酬 162,000 156,000 0 0 0 6,000

 9 旅費 48,000 13,680 0 0 0 34,320

11 需用費 27,000 6,523 0 0 0 20,477

0 0 0 0 4,996,683

0 0 0 0 4,996,683

0 0 0 0 4,996,683

29 予備費 4,996,683 0 0 0 0 4,996,683

2,836,386,617 0 0 0 188,655,584

○選挙管理運営費

28,740

○監査委員費

176,203

○予備費

0

金   額

逓 次

繰 越

節
継 続 費

不用額 備　　　　　考

明 許 費繰 越

繰 越事 故
支出済額

翌　年　度　繰　越　額

区 　　分
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平成１９年度 

一 般 会 計 

実質収支に関する調書 
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（単位:千円）

１． 3,027,164

２． 2,836,387

３． 190,777

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

５． 190,777

６． 0

実  質  収  支  に  関  す  る  調  書

計

実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

区　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 残 額

金　　　額

４．

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

実 質 収 支 額
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平成１９年度 

財 産 に 関 す る 調 書 
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　　１　公有財産　

　　　　　　該当なし　

　　２　物品　

　　　　　　該当なし

　　３　債権　

　　　　　　該当なし

　　４　基　金　

　　後期高齢者医療制度臨時特例基金

区　　　　　分

預　　　　　金 0
円

1,481,584,317
円

1,481,584,317
円

財産に関する調書

前年度末現在額 決算年度中増減額 決算年度末現在額
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平成１9 年度主要施策の成果説明書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第５項の規定により、

決算を議会の認定に付するに当たり、平成１9 年度神奈川県後期高齢者医
療広域連合一般会計決算に係る主要な施策の成果を説明する書類を提出

する。

平成２０年８月２５日 提出

神奈川県後期高齢者医療広域連合長  石 渡  德 一
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平成19年度 

主 要 施 策 の 成 果 説 明 書 

神奈川県後期高齢者医療広域連合 

55



 　神奈川県後期高齢者医療広域連合は、平成19年1月11日に神奈川県知事からの設置

許可を受け設立されました。

　 平成20年4月の後期高齢者医療制度実施に向け、平成19年度の一般会計歳入歳出予

算の総額を14億8,461万2千円と定め、準備を進めました。

　 歳入では、平成19年度国庫補助金15億3,368万9,317円の増額補正を行ったことなどか

ら、平成19年度の歳入決算額は30億2,716万4,511円となりました。

　歳出では、高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金を後期高齢者医療制度臨時特例

基金に積立てるための補正を行ったことにより、歳出決算額は28億3,638万6,617円となり、

歳入歳出差引額は、1億9,077万7,894円となりました。

　 広域連合運営の主な財源は、構成市町村からの負担金で賄われています。

   後期高齢者医療制度臨時特例基金に積立てた高齢者医療制度円滑導入臨時特例交

付金を除く歳入のうち、構成市町村からの負担金は92.4％を占め、次いで前年度からの繰

越金が4.1％となっています。

   歳出の状況を目的別に見ますと、広域連合運営管理費、広域連合事業費負担金（市町

村からの派遣職員人件費相当分負担金）、高齢者医療関係費（事業実施準備経費）、電算

システム関係費、高齢者医療制度臨時特例基金積立金などの総務費が歳出全体の99.9％

を占めています。性質別では、積立金（高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金を基金

に積立）が52.2％、物件費が33.1％、補助費等（市町村からの派遣職員人件費相当分負担

金）が14.6％、人件費（議員報酬・特別職報酬）が0.1％となっています。

総　括
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1款　議会費

　 この議会における主な審議事項としては、平成18年度決算の認定、広域計画の作成、

記録・公表するため、会議録を作成しました。

2款　総務費

　　広域連合運営管理費では、構成団体である市町村が広域連合の運営上の重要事項に

ついて、広域連合長と連携・調整を図るために設置されている運営協議会を3回開催しまし

た。

　 広域連合事業費負担金では、県内市町村から職員の派遣を受けて運営しているため、

職員の人件費相当分を負担金として派遣元市町村へ支払いました。

　 電算システム関係費については、制度開始に伴う電算処理システムの構築・運用に係る

業務委託及び電算処理機器の借り上げ、被保険者の姓名を表記するための外字統合業

務の委託など、制度実施に向けての準備を行いました。

　国から交付を受けた高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金を後期高齢者医療制度

臨時特例基金へ積立を行いました。

種申請書等の印刷などの準備を行いました。

　 神奈川県後期高齢者医療広域連合議会定例会を平成19年8月と平成20年3月に開催

保険料等を定める条例の制定等で議決件数等は40件となりました。また、この審議内容を

し、平成19年11月には臨時会を開催しました。

を行いました。

　 また、広域連合の事務処理を行うため、横浜市神奈川区に事務所を借上げていますが、

平成20年4月からの制度実施に向け、事務の円滑化を図るため、事務所の拡張及び整備

<<歳出の予算別執行内容の主なもの>>

　 高齢者医療関係費では、平成20年4月からの制度開始に向け、被保険者証の発行、各
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 1 議会費

 1 議会費 

 1 総務管理費

 1 一般管理費 

 2 総務費

0

0 182,512,561

14,650,399

0 182,637,618

3,017,389,518 2,834,876,957

 広域連合運営管理費 83,286,000 68,635,601

3,017,719,518 2,835,081,900

1,021,283 議会運営費 2,326,000 1,304,717 0

0 1,021,283

2,326,000 1,304,717 0 1,021,283

 1 議会費 2,326,000 1,304,717

支 出 済 額
翌　年　度

繰　越　額
不　用　額

科　　　　　目

款 ・ 項 ・ 目
事　業　名 予 算 現 額
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◎議会開催状況

◎議決案件

件 件 件

件 件 件

件 件 件

件 件 件

件 件 件

件 件 件

件 件 件

件 件 件

◎会議開催状況

◎運営経費の状況

広域連合の事務室 656.32㎡借上げ(うち141.35㎡は3月より借上げ)

及び事務所維持管理費

平成20年3月6日

横浜市西区

ＯＡ機器等賃借料

平成19年10月24日

横浜市西区横浜市西区場　　所

事務所等借上料

第3回運営協議会

       1日

第4回運営協議会

       1日

（単位：円）

事 務 事 業 実 績 効 果 等 の 説 明

平成19年第1回定例議会

       1日

平成19年8月27日

横浜市中区

1

広域連合の事務処理用ＯＡ機器等借上げ（40台）

会議の区分

会　　期

期　　日

       1日

平成19年7月25日

第2回運営協議会

計

会議の区分

会　　期

期　　日

場　　所

1条例・規則

予　　算

決　　算

専決処分の報告・承認

6

1

1

1

3

9

3

2

2

23

平成19年第2回臨時議会 平成20年第1回定例議会

       1日        1日

平成19年11月16日

横浜市西区

平成20年3月27日

横浜市中区

11

16

同　　意

そ の 他

陳　　情
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 高齢者医療関係費

 後期高齢者医療制度
 臨時特例基金積立金

1,481,584,317 0

 2 選挙費

 1 選挙管理委員会費 

 3 監査委員費

 1 監査委員費 

622,241,000 520,470,643 0 101,770,357

4,996,683

60,797

4,996,683

64,260

60,797

4,996,683

64,260

21,968

 3 予備費

 1 予備費

 1 予備費 

0

0 51,344,014

0

 予備費 4,996,683 0

0

0

0

0

 監査委員費 237,000 176,203

4,996,683 0

4,996,683 0

0

237,000 176,203 0

 選挙管理運営費 93,000 28,740

 電算システム関係費 397,788,201 346,444,187

93,000 28,740

1,481,584,317

0 14,725,823

 財務・会計関係費 3,117,000 3,095,032 0

 広域連合事業費負担金 429,373,000 414,647,177

款 ・ 項 ・ 目 繰　越　額

科　　　　　目
事　業　名 予 算 現 額 支 出 済 額

翌　年　度
不　用　額
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◎職員構成

人 名

人 名

人 名

人 ※　神奈川県及び国民健康保険団体連合会からの派遣職員

 　については、派遣元が人件費を負担。

◎高齢者医療費関係

 1 神奈川県国民健康保険団体連合会

 2計

 1 神奈川県管　理　職

後期高齢者医療システム通信回線構築・運用業務委託

6

後期高齢者医療電算システム機器、業務用端末等長期賃貸借

後期高齢者医療電算処理システム構築・運用及び関連業務委託等

◎電算システム関係費

一　般　職 43

臨時職員  0

計 49

制度開始に伴う申請書等の作成（印刷）

被保険者証等の作成に係る業務委託

被保険者証等の発送経費（郵送料）

（単位：円）

事 務 事 業 実 績 効 果 等 の 説 明
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神広監第１２号

平成２０年７月２５日

神奈川県後期高齢者医療広域連合

広域連合長  石 渡 德 一 様

神奈川県後期高齢者医療広域連合

監査委員 森  高繁  

監査委員 志村  勝  

平成１９年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算

及び基金運用状況審査意見について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第２項の規定により審査

に付された平成１９年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決

算及び証書類その他政令で定める書類を審査し、また、地方自治法第２４１条

第５条の規定により、基金運用状況調書を審査したので、その結果について、

次のとおり意見を提出する。
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同意第１号 

神奈川県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について

議会の同意を求めることについて 

神奈川県後期高齢者医療広域連合規約第 16 条第 2 項の規定に基づき、

広域連合議会議員として次の者を神奈川県後期高齢者医療広域連合監査

委員に選任したいので、議会の同意を求める。 

○ ○  ○ ○  

平成２０年８月２５日 提出 

神奈川県後期高齢者医療広域連合長  石 渡  德 一  
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履 歴 書 

フ リ ガ ナ  

氏     名  

生 年 月 日 昭和 年 月 日 

住     所  

昭和  年 月 日   

昭和  年 月 日   

昭和  年 月 日   

昭和  年 月 日   

昭和  年 月 日   

昭和  年 月 日   

昭和  年 月 日   

昭和  年 月 日   

昭和  年 月 日   

昭和  年 月 日   

昭和  年 月 日   

昭和  年 月 日   

職歴 

昭和  年 月 日   
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議
案
書
（
平
成
二
十
年
八
月
二
十
五
日
）

神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合


